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〔要旨〕 はじめに：近年，性同一性障害に対する認識が高まっているが，スポーツ現場で活動する整形外
科医は，性同一性障害のアスリートに対する認知度やサポートのための知識，日常診療やスポーツ現場で
性同一性障害のサポート経験が少ない可能性がある．
目的：本研究の目的は，アスリートの診療に関わる整形外科医を対象に 1）性同一性障害に対する認知
度や知識，2）性同一性障害アスリートのサポート経験の有無を明らかにすることである．
方法：千葉大学整形外科および関連病院に勤務し，アスリートの診療に関わる整形外科医を対象に質
問票による調査を行った．1）研究協力者背景：性別，スポーツドクター資格の有無，研究協力者が診療
しているアスリートの競技種目，2）性同一性障害，IOC Consensus Meeting 2015の認知率，3）性同一
性障害アスリートへのサポート経験の有無等を調査した．
結果：研究協力者は男性 65名，女性 5名だった．研究協力者が診療しているアスリートの競技種目は，
サッカー，ラグビー，野球など多岐に渡った．性同一性障害，IOC Consensus Meeting 2015の認知度は，
各 86％，6％だった．11%が性同一性障害アスリートの存在を認識したことがあり，1名は実際にサポー
ト経験があった．
まとめ：性同一性障害の認知率は 2010年代の他の報告と同等だった．少数ではあるが性同一性障害ア
スリートを認識またはサポート経験がある医師も存在した．整形外科医に対する教育体制や，各競技団
体，またはスポーツ界全体でのサポート体制の構築が望まれる．

はじめに

近年日本では性的マイノリティへの関心や理解
が深まりつつある１）．性同一性障害は性的マイノリ
ティに含まれ，生物学的な性と性別に関する自己
意識が一致しないため，社会生活に支障がある状

態と定義される１～5）．日本でも性同一性障害と診断
される頻度は増えていると考えられており，2800
名に 1名の割合で存在すると報告されている６）．性
同一性障害に対する学校における対応として，文
部科学省は服装や更衣，トイレなどの配慮が必要
であり，自認する性別に係る部活動への参加を認
めるよう推奨している２，３）．
一方，性同一性障害を抱えながらスポーツを行

うアスリートがいるであろうことは当然想定され
る．その競技レベルは部活動や国際大会に出場す
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るまで様々と考えられるが，また同時に個々の性
同一性障害に関する背景も様々であり，元の性別
のまま競技を続ける，性ホルモン治療や性別適合
手術を受け新たな性別で競技を行う場合など個々
によって異なるであろう．性同一性障害アスリー
トのスポーツ参加においては，学校現場と異なる
特殊性があるため治療，社会生活の両面で解決す
べき問題が多い．治療に関しては，競技レベルの
スポーツにおいては性別変更や性ホルモンによる
治療が，競技の公平性を損ねたりドーピング規定
違反になったりする可能性がある．そのため，国
際オリンピック連盟（以下 IOC）は 2004年，ス
ポーツの公平性を保つため，性同一性障害，トラ
ンスジェンダーアスリートの競技参加に関する規
定を含む Statement of the Stockholm Consensus
on Sex Reassignment in Sports７）を制定した．これ
は性別変更後に競技に出場するアスリートについ
て初めて明文化された規定であり，適切な性ホル
モン治療を行い，性別適合手術が必須であること，
またそれから一定期間以上経過していることなど
が性別変更後競技に参加できる要件であった．そ
の後時代背景もあり 2015年に改定され，IOC
Consensus Meeting on Sex Reassignment and
Hyperandrogenism November 2015８）（IOC Con-
sensus Meeting 2015）が制定された．本規定では，
性別適合手術は必須ではないとし，女性から男性
に性別変更を行い男性として競技に参加する場合
には制約がないこと，男性から女性に性別変更を
行い女性として競技に参加する場合は性ホルモン
値を一定値以下にする必要があることを明記して
いる．社会生活に関しては，特に団体競技では遠
征や合宿，大会で密接な人間関係のなか長期間の
集団生活を送ることが多い．そのため更衣やトイ
レなどの日常生活の基本的事項で問題が生じう
る．しかし，日本国内では競技間や各競技内で統
一されたスポーツ現場における指針はない．さら
に，性同一性障害アスリート本人に対する調査は
個人情報保護の観点から容易ではないため，その
頻度を含めた基礎的な情報が国内外でも非常に少
ないことも問題の一つである．
性同一性障害アスリートを支援する医師につい
ても問題が存在する．アスリートの診療に関わる
医師の多くは日常診療で性同一性障害に関わるこ
とがほとんどない整形外科医である．我が国でも
ジェンダーの多様性や性同一性障害に対する認識

は高まっているものの１～3，９），医師における性同一
性障害アスリートの認知度は低く，また診療経験
も少ない可能性がある１０～17）．しかし，これらに関す
る報告は皆無である．本研究は，アスリートの診
療に関わる整形外科医を対象とした質問票調査で
ある．目的は，整形外科医の 1）性同一性障害に対
する認知度や知識，2）性同一性障害アスリートの
サポート経験の有無を明らかにすることである．
本研究では対象が医師であること，過去の本邦で
の報告を参考とした上で，トランスジェンダーや
性別違和ではなく性同一性障害という用語で統一
した．

方 法

本研究は，質問紙票を用いた横断研究である．
研究協力者の選択基準は，1）初期臨床研修を終了
し，千葉大学大学院医学研究院整形外科学および
関連病院に勤務する整形外科医，2）アスリートの
診療に関わっている者，とした．除外基準は，本
研究の協力への同意が得られなかった者とした．
2018年 3月から 2018年 5月に，研究協力者とし
て選択基準を満たした医師が勤務する施設に説
明・同意文書と質問票を送付した．研究協力者は
質問票に回答後，千葉大学大学院医学研究院整形
外科学に返送した．以下の項目について質問した．

1）研究協力者背景：年齢，性別，医師経験年数，
スポーツドクター資格（日本スポーツ協会公認ス
ポーツドクター/日本整形外科学会認定スポーツ
医）の有無，アスリートの診療を行う機会（チー
ムへの帯同/試合会場のドクター/医療施設での診
療/その他/現在はなし），診療するアスリートの競
技種目と性別

2）性的マイノリティの知識１４～16）：性同一性障
害，IOC Consensus Meeting 2015とその内容を
知っているか（はい/いいえ）

3）アスリートと関わる中で性同一性障害アス
リートを認識した経験があるか（はい/いいえ），
現役中または現役引退後に性同一性障害の治療
（性ホルモン治療や性別適合手術）を行っていたア
スリートを認識，経験したことがあるか（はい/
いいえ），性同一性障害アスリートに対して競技生
活や治療に対して相談に応じたなどサポート経験
があるか（はい/いいえ）．

4）今後各競技団体で性同一性障害へのサポー
ト体制の必要性を感じるか（はい/いいえ），誰が
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表 1　研究協力者背景（n＝70）

年齢（中央値（最大，最小），歳） 40（29-70）
医師経験年数（中央値（最大，最小），年） 15（4-45）
性別（名（%）） 女  5（7）

男 65（93）
その他  0（0）

スポーツドクター資格（名（%）） 日本スポーツ協会公認スポーツドクター 26（37）
日本整形外科学会認定スポーツ医  4（6）
両方 16（23）
いずれもなし 24（34）

アスリートの診療を行う機会＊（名（%）） チームへの帯同 21（30）
試合会場のドクター 26（37）
病院での診療 24（34）
その他  6（9）
現在はなし 18（26）

＊複数回答を含む

表 2　関わる競技種目（n＝70）＊

種目 女子
（名）

男子
（名）

合計
（名（%））

サッカー 8 21 29（41）
野球 3 10 13（19）
ラグビー 1  9 10（14）
陸上 3  7 10（14）
バスケットボール 4  5  9（13）
バレーボール 5  4  9（13）
空手 3  4  7（10）
フットサル 1  4 5（7）
ソフトボール 5  0 5（7）
その他 7 12 19（27）

＊複数回答を含む

サポートを行うのが適切か（競技団体の指導者/
トレーナー/ドクター/医療機関の専門家/その
他），またどのようなサポート体制を必要と感じる
か（カウンセリングができる体制を整える/カウン
セリングや治療を受けられる専門機関を紹介す
る/ホルモン治療やドーピングに関しての相談を
行う/チーム，指導者，メディカルスタッフとして
どういった対応をするべきなのか競技団体全体で
協議する/他の競技団体と協力し協議する/その
他），今後各競技団体で性同一性障害へのサポート
体制の必要性を感じるか，の質問項目でいいえと
いう選択肢を選択した場合，その理由は何か（ア
スリートの個人情報が守られるか懸念される/ア
スリートの精神面への影響が懸念される/メディ
カルスタッフが介入して良いものなのか分からな
い/チームの情報が外に漏れそうで抵抗がある/そ
の他）．

3），4）の選択肢については，回答を容易にする
ため想定された回答を研究者があらかじめ選択肢
として提示し，加えて研究協力者による自由記述
が可能となるようにした．
性同一性障害，IOC Consensus Meeting 2015
の認知率を「はい」の回答数/全回答数で算出した．
また，認知の有無と性別，医師経験年数（中央値
の 15年で 2群に分類），スポーツドクター資格の
有無との関連をカイ二乗検定で検討した（有意水
準，P＜0.05）．性同一性障害アスリートへのサポー
ト経験の有無，性同一性障害アスリートに対する
サポート体制の必要性の有無の割合を「はい」の
回答数/全回答数で算出した．

結 果

選択基準を満たした医師 72名に質問紙を郵送
し，70名（回収率 97％）から返送された回答を分
析した．研究協力者は男性 65名，女性 5名，年齢
は中央値 40歳（29歳～70歳）だった（表 1）．46
名（66%）が日本スポーツ協会公認スポーツドク
ター，日本整形外科学会認定スポーツ医のいずれ
かの資格を有していた（表 1）．アスリートの診療
を行う機会については，21名（30%）がチームの
帯同を行っていた（表 1）．
関わる競技種目はサッカーが最多（29名，

41%），次いで野球，ラグビー，陸上の順に多く，
合計 17種目に関わっていた（表 2）．
性同一性障害，IOC Consensus Meeting 2015

の認知度はそれぞれ 60名（86％），4名（6％）だっ
た．
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表 3　性同一性障害の認知と研究協力者背景（性別，医師経験年数，スポーツドクター資
格の有無）との関連

知っている（名） 知らない（名） P＊

性別 女  5  0
男 55 10 0.78

医師経験年数 15 年未満 26  5
15 年以上 34  5 0.69

スポーツドクター資格 有 39  7
無 21  3 1.00

＊カイ二乗検定

表 4　IOC Consensus Meeting 2015 の認知と研究協力者背景（性別，医師経験年数，ス
ポーツドクター資格の有無）との関連

知っている（名） 知らない（名） P＊

性別 女 1  4
男 3 62 0.26

医師経験年数 15 年未満 2 29
15 年以上 2 37 0.81

スポーツドクター資格 有 2 44
無 2 22 0.60

＊カイ二乗検定

各用語の認知の有無は，性別，医師経験年数，
スポーツドクター資格の有無のいずれとの関連も
認めなかった（表 3，4）．

8名（11%）の研究協力者が性同一性障害アス
リートの存在を認識していた．うち 1名（1%）は
現役中に性同一性障害の治療を行っていたアス
リートを認識，経験していた．サポート経験があ
ると回答した研究協力者は 1名（1%）存在した．

60名（86％）が今後各競技団体において性同一
性障害に対するサポート体制を必要とすると回答
した．医療機関の専門家がサポートを行うのが良
いとの回答が最多（33名，55％）であり，次いで
競技団体のドクター（26名，43％）だった．サポー
ト体制の内容は，カウンセリングできる体制を整
える（55名，92％），カウンセリングや治療を受け
られる専門機関を紹介する（47名，78％），性ホル
モン治療やドーピングに関しての相談を行う（41
名，68％），チーム，指導者，メディカルスタッフ
としてどういった対応をするべきなのか競技団体
全体で協議する，また他の競技団体と協力し協議
する（41名，68％），その他，正しい情報を指導者
だけでなくアスリート向けにも発信するという結
果だった（2名，3％）．一方，9名（14％）はサポー
ト体制を必要としないと回答した．その理由は，
アスリートの個人情報保護への懸念（2名， 3％），

アスリートの精神面への影響（2名，3％），メディ
カルスタッフが介入して良いものか分からない（2
名，3％），チームの情報が外に漏れそうで抵抗が
ある（2名，3％）だった．

考 察

本研究では性同一性障害に対する認知率は
80％を超えていたが，IOC Consensus Meeting
2015の認知率はわずか 6％だった．11％の研究協
力者が性同一性障害アスリートの存在を認識して
おり，実際に性同一性障害アスリートのサポート
経験がある研究協力者もいた．大多数が性同一性
障害に対するサポート体制の必要性を認識してい
た．
本研究では性同一性障害の認知率は 86%だっ

た．また 2011年の教育関係者に対する調査９）では，
18%が性同一性障害をよく知っている，77%が聞
いたことはあると回答した．医療関係者に対する
調査としては，2012年の本邦医学生に対する調査
で性同一性障害の認知率は 71%１０），2016年の本邦
小児科医における調査では 30%と報告されてい
る１１）．海外では，2017年にカナダの医学生におけ
る性的マイノリティに関する意識調査が行われて
おり，性同一性障害と同一ではないため本研究と
単純比較はできないが，トランスジェンダーの認
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知度は 91%だった１２）．本研究での認知率は，性同
一性障害を含めた性的マイノリティへの認識が高
まりつつある中まだ不十分と考えられ，今後さら
に医師における認知率を向上させることは，ス
ポーツ界における性同一性障害へのサポート体制
の構築にもつながる．

IOC Consensus Meeting 2015の認知率はわず
か 6%だった．2010年に本邦の各競技団体の医事
担当者を対象とした Statement of the Stockholm
Consensus on Sex Reassignment in Sportsに対す
る認知度調査では，規定を細かく知っている，聞
いたことがあると答えたのは各 3％，27％だっ
た１７）．本 研 究 で は Statement of the Stockholm
Consensus on Sex Reassignment in Sportsの改訂
版である IOC Consensus Meeting 2015について
調査したが，認知度は依然として低かった．スポー
ツに携わる医師は性同一性障害アスリートに関わ
る可能性があるため，この規定について知ってお
く必要があるが，認知度が低い原因として IOC
Consensus Meeting 2015を知る機会が少ないた
めと考えられる．今後スポーツドクターの資格取
得のための講義やスポーツ関連の学会等で積極的
に取り上げる必要性がある．
性別，医師経験年数やスポーツドクター資格の
有無と性的マイノリティに関する認知の有無は関
連がなかった．これは，整形外科医としてのキャ
リアを重ねるのみでは性同一性障害に対する知識
を得る機会がないことを示している．その一因と
して，整形外科専門医やスポーツドクターの養成
課程に性的マイノリティに関する教育が多く含ま
れていないことが考えられる．今後は IOC Con-
sensus Meeting 2015に規定されているような性
同一性障害やドーピングとの関わりに関する知識
を教程に加えることを考慮すべきかもしれない．

11%の研究協力者が，各競技団体で性同一性障
害アスリートがいたと回答した．性同一性障害の
知識が不十分な医師や認識されていないアスリー
トの存在を考慮すると，実数はさらに多いと思わ
れる．
本研究では性同一性障害アスリートのサポート
体制は必要であるという意見が 86％を占めたが，
一方，アスリートのプライバシーの観点，アスリー
トの精神面への影響，メディカルスタッフが介入
して良いものか分からない，チームの情報が外に
漏れそうで抵抗があるという考えからサポート体

制を構築することを懸念する意見もあった．個人
情報に配慮することを前提とし，その上でアス
リートが抱える可能性のある生活面や治療面にお
ける課題に向き合い，構築していく必要性がある
と考えられる．また同時にアスリートや指導者に
対する啓発を行い，共通認識の上で治療や競技継
続を行うことが望まれる．
本研究の限界として，医師が関わっている競技

種目に偏りがあり，それが結果に影響している可
能性がある．また，性同一性障害アスリートを認
識した経験やサポート経験，サポート体制の必要
性に関する質問項目は，研究者があらかじめ選択
肢として提示したため，結果が恣意的となってい
る可能性は否定できない．加えて，8名（11%）の
研究協力者が性同一性障害アスリートの存在を認
識していたが同一競技の同一アスリートを複数の
医師が認識している可能性も否定できない．

まとめ

アスリートの診療を行う整形外科医に対し，性
同一性障害に関する知識と診療経験について質問
票調査を行った．性同一性障害に関する認知率は
86％だったが，IOC Consensus Meeting 2015の認
知率はわずか 6%だった．性同一性障害アスリー
トの診療経験のない医師が多かったが，大半は将
来的にサポート体制が必要と考えていた．整形外
科医に対する教育体制や，将来的には各競技団体
またスポーツ界全体でのサポート体制の構築が望
まれる．
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〔Abstract〕 Background: The objectives of this study were to clarify 1) the degree of recognition and knowledge
of gender identity disorder and 2) experience with gender identity disorder athletes among orthopedic surgeons
supporting athletes.

Methods: A questionnaire survey was performed with orthopedic surgeons involved in the treatment of ath-
letes. Questions included 1) if they were familiar with gender identity disorder and the IOC 2015 Consensus Meet-
ing, and 2) if they had experience supporting gender identity disorder athletes.

Results: A total of 70 orthopedic surgeons completed the questionnaire. The gender identity disorder recogni-
tion rate was 86％ . However, only 6% knew about the IOC 2015 Consensus Meeting, while 11% of participants
were familiar with gender identity disorder athletes, and 1% had experience supporting a gender identity disorder
athlete.

Conclusion: The recognition rate of gender identity disorder was relatively high among orthopedic surgeons,
but they lacked knowledge of and clinical experience with gender identity disorder athletes. Education of orthope-
dic surgeons is necessary to appropriately and systematically support gender identity disorder athletes.


